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1. はじめに

地方都市では中心市街地活性化が喫緊の課題となっ

ている。この中で、大規模駐車場をもつ郊外の大型ショ

ッピングセンターと対比させて、中心部における駐車場

不足が指摘されることが少なくない。これに対し、駐車

場整備等のハー ド施策が行われることも多いが、財政の

制約や用地確保等から中心部での駐車場建設が困難な状

況、あるいは土地の高度利用の視点からそれが望ましく

ない場合もあろう。このような場合は、既存の駐車場を

有効利用する等のソフト施策が必要である1)2)。

特に、公共交通機関が未発達で自動車交通に依存して

いる地方都市の中心市街地の活性化のためには、「交通ア

クセスの容易さ」が重要であり、その確保が緊急課題で

ある。以上と関連して、いくつかの都市では複数の駐車

場で共通に利用でき、一定時間の利用は無料になる駐車

券を発行し、駐車場の利便性を高めようとするシステム

(以下、駐車場共同利用システムと記す)を 稼働させて

いる3)。

ところで、以上のようなソフト施策や駐車場共同利用

システムの実現には、中心市街地に関係する多くの主体

が協働し、利害関係等を調整する必要があるが、このた

めには資源、スコープ ・品質、時間を監理するプロジェ

クトマネジメントの考えが重要となろう。

あわせて都市経営の長期的な視点に立てば、中心市街

地の地域価値の向上のためには、多くの関係主体が一体

となって地域 ・地区の機能の管理 ・運営をしていく、い

わゆるエリアマネジメントの考えも重要となろう4),5)。本

稿で対象とする駐車場共同利用システムの形成 ・運営は

エリアマネジメントで対象とする手段の一つになると考

えられる。ただし、これに関わる関係者は多様であるた

め、システム・事業などの運営方式6)、利害関係者の合意

形成7),8)、行政の関与のあ り方9)な どの課題 も多い。また、

駐 車場共 同利用 システムは実験段 階であ り、本事業がエ

リアマネ ジメン トの一手段 となるためには、継続的に運

用 され る必要が ある。

以上の認識 に基づ き、本研 究は、

1)い くつ かの駐車場共同利用 システ ムの事例の特徴を

整理す る とともに、

2)宮 崎市 で実施 された駐車場共 同利用 システムの社会

実験 の経過 、ア ンケー ト調査による関係者の意識 ・行動

の変化 の把握、実験に際 して設置 された 「駐車場共同利

用 システ ム検討委員会(以 下、検討委員 会)」の議事録の

整理 、

3)こ れ らのシステム化の過程 をプロジェク トマネジメ

ン トの視点 から分析す ることで、

駐 車場共 同利用 システ ムの事業化 と運用 の知見 を得

ようとす るもので ある。

なお 、駐車場共同利用システム検討委員会は学識経験

者2人 、商業関係者8人 、市民団体3人 、行政機関6人 、

事務局7人 から構成 されてお り、宮崎商 工会議所が運営

している。

2.研 究の枠組み

本 論のポイ ン トとな るプ ロジェク トマネ ジメン ト(以

下、PMと 記す)はPMBOK10)と して、表-1の 縦方向に

示す ように記号A)～I)の 知識領域 として体系化 されてい

る。 これ らは、横方向 に示す事業の立ち上げ、計画、実

行、 コン トロール、終結な どのプ ロセスに適用す ること

で達成 され る。 この中の コン トロール とはプロジェク ト

の評価 を行 い、問題点 を改善す ることである。列方向 に

示すPDCAサ イ クルは周知のよ うに、計画(Plan)、 実行

(Do)、 評価(Check)、 改善(Act)の プロセ スを繋 げて

い くマネジメン ト手法 であ り、行列の各要素の中に記載

した作業を実行す るこ とにな る。なお、マネジメン トの

意味は管理 よりは"監 理"の 意味が強い と判 断 され るの

で、本稿では後者 を充 てるものとす る。

ところで、駐車場共 同利用 システムは、関係主体(商業

者、駐車場経営者 、駐 車場共 同利用 システム運用者 、行

政)が既存 の駐車場 を活用 し、行政か らの補助金を予算 と
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表-1プ ロジ ェク トマネ ジメン トの プロセスと監理項 目10)

して運用 してい る。 したがって、事業の運用に必要 な資

源 となる関係 主体("人")、 駐車場("モ ノ")、 運用費

用("お 金")の 監理が必要 となる。 これ らには、運営 主

体 を決定す ることや各 主体 の役割等 を明確に して、必要

な資源や コス トを管理す る といった表 中のD、Fの 知識

が対応す る。また、検討委員会 は社会実験を行 い、事業

評価 を行い、駐車場共同利用 システ ムに要求 される品質

の向上を図 り、駐車場共同利用 システ ムの本格運用を 目

指 している。 したがって、PMの 観 点か らは関係 主体へ

の情報提 供、事業の品質の評価 、本格運用までの時間、

つま り"事 業効果""情 報""時 間"の 監理が必要 となる。

"事業効果"は
、事業のスコープや求 められ る品質を特

定 ・評価 し、"情報"は 必要な情報 を収集 し、タイム リー

に配 布す る、"時間"は スコープ ・求 め られ る品質を達成

す るた めのスケ ジュール を作成す る とい った、表 中の

A,B,CE,Gの 知識 が対応す る。なお、本稿では 「人の監

理 」 とは組織、 「モ ノの監理」 とは駐車場、 「情報監理 」

とは消費者への広報であ る外 的情報 監理 と商業者 ・駐 車

場経 営者へ の情報提供である内的情報監理 を指す。

以上よ り、本稿では駐車場 共同利用 システム をPMの

視 点"人"、"モノ"、"お金"、"事業効果(利用者数 の増加)"、
"情報"

、"時間"の6つ の監理 項 目か ら捉 えるもの とす

る。このため、検討委員会の活動(記 事録の内容)整 理 ・

分析す るこ とによ り、駐車場共同利用 システムの事業化

の運用上の課題 を明 らかに しようとするもので ある。

3.駐 車場共 同利用 システムの事例 と比較

駐 車場共 同利用 システムは、現在金沢市、富 山市、静

岡市、八王子市で運用 されてい る。 ここでは、検討委員

会の これ ら地域へ の視察 ・ヒア リング資料3)に 基づ き、

PMの"人(商 業者 、駐車場経 営者 、行政)""モ ノ(駐

車場)""お 金(利 用料金)"、"事 業効果(利 用者数)""情

報(広 報方 法)"の 項 目か ら、各市のシステムの特徴 を整

理 し、表-1と 照 らし合 わせ た結果 を表-2に 示す。各都

市 の特徴 は以下の とお りである。なお、表中の左欄 のA

～Jは 表-1の 知識 エ リアに対応 させて記入 している。

[金沢市]

平成11年 度か ら第3セ クターで ある金沢商業活性化セ

ンター が事業運営を行 っている。第3セ クターは商工会

議所 か らの出向職 員等で構成 し、人件費等 を節減 してい

る。対象地 区は武蔵 地区(4商 店街,10駐 車場)と香林 坊

地 区(5商 店街,20駐 車場)の2箇 所にまたが り、その内

容 は2,000円 の買い物 を した消費者 に対 して1時 間無料

駐 車券1枚 を配布す るものである。 また、商業者の負担

方法 は負担金の前払いを採 用 している("お 金の監理")。

特徴 として、 リサイ クル 可能 な駐車券 を採用 し、1時

間無 料駐車券 を繰 り返 し使 用す るこ とで、印刷枚数 を減

らし、経費 を削減 してい る。 これ によ り、商業者の負 担

金額 と駐車場経営者の収入金額 を必要最小限に設定 して

いるこ とが挙げ られ る。市民への認知度 は50%程 度で消

費者へ の周知が課題に挙げ られ ている("情 報監理"の 必

要性)。

[富山市]

第3セ クターで ある 「まちづ くりとや ま」が事業運営

を行 ってお り、平成16年4月 に来街者利便 性向上委員会

を設 立 し、協議 ・検討 を重ね、平成17年4月 に事業 を開

始 した。参加主体は3商 店街(133店 舗),11駐 車場(1,600

台)で、 内容は2,000円 の買い物 をした消費者に対 して2

時間無料駐車券 を1枚 配布す るものである。商業者の負

担方法は負担金 の前払い を採用 している。

特徴 として、2時 間の駐 車場料金相場520円 に対 し、
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表-2 駐車場共同利用システムの事例

運営主体が駐車場へ295円 を支払うように設定している。

また実験期間中の毎月1日 には、市の補助事業を活用し

て駐車場の終日無料開放を実施しており、情報監理(普

及広報)を 実施している。無料開放日は普段の2倍 以上

の来街者が中心市街地へ訪れる。その他に、駐車サービ

ス事業のIC化 、公共交通機関との相互利用が検討されて

いる。

[静岡市]

呉服町商店街が中心となり事業運営を行っている。参

加主体は4商 店街(300店舗),44駐 車場で、内容は2,000

円の買い物をした消費者に対して30分無料駐車券を2枚

配布するものである。無料駐車券を30分 に統一すること

で、運用経費の削減と商業者の配布のしやすい負担金額

を実現し、年間160万 円の利益を確保している。また、

商業者の負担方法は負担金の後払いを採用している。

本事業は商店街主導で立ち上げて運営している点に特

徴がある。この商店街は駅と官公庁を結ぶ直線状に位置

し、人通りが多いという立地的好条件にあることもあり、

運用収入を確実に上げながら運用している("お 金の監

理")。また、商業者の中には30分 無料駐車券を商品券と

捉え、お得意様へのサービスとして配布している店舗も

ある。

[八王子市]

商工会議所が事業運営を行っており、平成17年 度に駐

車場共同利用システムを完成させ、平成18年 度から事業

を開始し、70店舗、120駐車場が参加している。内容は

各店舗が固有に決めた配布基準に従い、消費者に対して

100円・200円・300円券を配布するものである。また、商

業者の負担方法は負担金 の前払 いを採用 している。特徴

と して、70店 舗 と少ない参加店舗 に比 して参加駐 車場 が

多い(120駐 車場)こ とがあげ られ る。しか し、補助 事業 で

あったため、今後 の継続 性が課題で ある("お 金の監理"

の必要性)。

以上 を概観 する と、事業主体 は、静岡市が商店街 であ

る他は第3セ クター と商 工会議所であ り、駐車場共 同利

用 システムが単に商業者 と駐車場経営者の問題 に とどま

らず、運営への公 的な関与が存在 してい ることがわかる

("人の監理")。また、八 王子市は補助事業での実施 だっ

たが、金沢市、富山市 、静岡市 においては、独 自の負担

方法を確 立 し、運営費用 を確保 してい る。 特に、静 岡市

においては利益 を上 げるな ど、"お金の監理"が 適切 に実

施 されている。 また、金沢市では"情 報監理"で 苦慮 し

てい る様 子が うかがえる。一方富山市では、行政 か らの

補助で駐 車場 無料イベ ン トを開催 してお り、"情報監理"

に行政が関与す る方法 として評価で きよ う。

以上の ように、各都市の駐車場共同利 用システ ムを表

-1と 照 らし合 わせ る と
、PMの 知識エ リアの記号D～G

に該当 し、概 ね対応 してい る。 しか し、 これ らの都市 に

おける駐 車場 共同利用 システムは既 に稼働 してお り、事

業化における監理上 の課題は不明であ る。

4.宮 崎市における駐車場共 同利用 システムの経緯

(1)宮 崎 市駐車場 共同利用 システ ム

駐 車場共同利用 システ ムの社会実験は、表-3に 示す

よ うに平成17年7月 ～平成19年3月 まで、宮崎商 工会

―375―



表-3宮 崎市駐車場共同利用システムの経緯

議所が運営主体となり、約300店 舗と21～22駐車場(約

2,500台収容)が 参画して行われた。市は中心市街地活性

化事業の一環として検討委員会に補助金支援を行う形で

参加した。その後、平成19年4月 から宮崎商工会議所が

暫定運用主体となって、試行実験として継続・運用して

いる。参加駐車場の位置を図-1に 示す。

駐車場共同利用システムの内容は、参加店舗が、各店

舗が固有に決めた金額以上の買い物客に共通の時間制限

付き無料駐車券(以下、無料駐車券と記す)を配布し、参

加駐車場で無料駐車券を利用できるシステムである。す

なわち駐車料金の無料化 ・低廉化および駐車場の選択性

および広範化により、来街者の中心市街地へのアクセス

性の向上を図るものである。

(2)社 会実験の経緯と実験結果

a)短期実験

駐車場共同利用システムの社会実験は、商店街全体で

複数の駐車場を利用するためのシステムを検討するため

に行われた。第1～3回 実験では3日 間の短期間実験を行

うことで、消費者のニーズや利用台数の動向の把握、商

店街の駐車料金負担に対する意識の把握、具体的な実施

方針を検討することを目的とした。また、第4～7回 実験

は駐車場共同利用システム実現に向けた長期実験であり、

長期実験における利用台数の動向の把握、先進地視察に

よる課題事項の把握、駐車場と商店街の意向調査と本運

用時の方向性の検討を目的とした。

図-2に 短期実験における検討部会の開催時期と、2

図-1 駐車場共同利用システムの参加駐車場の分布

時間無料駐 車券の利用 台数 を示す。また、短期 実験 の経

緯 とPDCAの 流れ を表-4に 示す。以下 に、PDCAの 視

点 に基づいて、短期 実験 に関わる議事録お よび関係 資料

の概要 を整理 す る3),11)。

【第1回 検討部会】第1回 実験の内容が検討(Plan-1)され

た。第1回 実験(Do-1)は 、駐車場無料化が来街 者に与え

る影響の把握を 目的 としたもので、無料駐車券の原 資は

商工会議所が担った。 内容 は商業者が買い物 客に2時 間

無料駐 車券を配布 し、買い物客が2時 間無料駐 車券 を駐

車場に持参する ことで、2時 間分の駐車料金 を無料 とし

た。駐車場経 営者 は、商 工会議所か ら無料駐 車料金分 に

対 して11,200円 を受取 るものであった。

【第2回 検討部会 】第2回 実験の内容(Plan-2)が検討 され

た。第1回 実験 は利用者数が少ない と評価 され た(Check-1)。

その原 因は、大型店 が従来 から発行 している無料駐車券

の利 用者 が多かったこ とから、駐車場共同利用 システ ム

の無料駐 車券 よ り従来 の無料駐車券の認 知度 が高かった

ことによる と判断 され た。 また、買物 客(来街者)への広

報活動("情 報監理")不 足 も原 因 と考 えられた。

一方で
、同時に実施 されたア ンケー ト調査 では、消費

者は駐 車場 の無料化 を望んでい るとい う結果 があ り、消

費者 の駐 車場共 同利用 システムの実現に対す る期待 が高

い と評 価 され た("事 業評価")。 しか し、第1回 実験で

は利用者が少なかったため、改善点(Act-1)は、買物客 に

対 して駐 車場共 同利用 システムの事前の周知 を徹底 し、

多 くの消費者 に無料駐車券 を体験 して もらうこ とで("情

報監理")、 認知度 の向上を図ることとなった。また、第

1回 実験は実験費用 について駐車場経 営者 のみ に負担 さ

せた ものであったので、第2回 実験では駐 車場経営者 と

商業者に無料駐車券 の原資の一部を負 担 させ るこ ととな

った("お 金の監理"、"人 の監理")。

第2回 実験(Do-2)の 目的 ・内容 は第1回 実験 の内容 と

同 じである。駐車場 の収入減少を補 うために、1店 舗 当

り500円/3日 間の負担 を課 した("お 金の監理")。 第2

回実験 では第1回 実験 に比べて利 用台数 が1,262台 か ら

2,538台 と約2倍 に増加 した ことか ら("事 業評価")、"情

図-2 短期実験の経緯と実験結果
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表-4短 期実験のPDCAサ イクル

報 監理"が 機能 した と判 断 され る。

【第3・4回 検討部会】第2回 実験の評価(check-2)と改善

点(Act-2)を議論 し、第3回 実験 の内容(Plan-3)が検討 され

た。第2回 実験 では、大型店(C店)が2時 間無料 券を販

売促進 のツール と捉 え積極 的に広報活動 を行い、大型 店

(C店)の 専用駐車場の2時 間無料駐車券の利 用台数 が第1

回実験に比べて2倍 に増加 してお り、大型店の積極的な

広報活動("情 報 監理")に よ り、利用者 が倍増 した と判

断 した("事 業評価")。 商 工会議所 が消費者 と商業者 に

実施 したア ンケー ト調査("事 業評価")で は、商業者 は

無料駐 車料金 を商店街が負担す るこ とに賛成 してい ると

い う結果 が得 られた。また、消費者 は券 ではなくカー ド

のようなシンプルなシステムを望んでおり、精算方法の

システム化が課題となった。

第3回 実験(Do-3)は、大型店専用駐車場の無料開放が

商店街の買い物客に与える影響の把握("事 業評価")を

目的として、特定のC大 規模店舗の専用駐車場(900台)

だけを対象とし、C店 以外の店舗の領収書でも2時 間無

料で利用できるという実験を実施した。

第3回 実験後の検討部会は行われていないため、以下

に報告書11)に基づいて第3回 実験の評価(Check-3)と改善

点(Act-3)を整理する。本実験では、前出図-2に 示すよ

うにC店 専用駐車場に停めた人でC店 以外商店街の受領

書を提示した者が3日 間で23台 しかなかった。これ以外

の利用者は、大型店の既存の無料駐車券を利用したか、

商店街で買い物をしなかったと考えられた。なお、PM

上の課題はなかった。

短期実験から長期実験につなげるため("時 間監理")

の改善点(Act-3)は、大型店が核となり大型店と商店街が

一体 となった取り組みを行い("資源監理":人 とモノ)、

1店舗あたり500円/3日 間の負担に対する駐車場経営者

の不公平感、つまり商業者と駐車場経営者間の負担の相

反関係をできるだけ解消する負担方法("お金監理")に

改善することとなった。

b)長 期実験

長期実験の経緯とPDCAの 流れの対応を表-5に 示す。

また、長期実験の活動を、PMの"人 の監理""お 金の監

理""事 業評価"情 報監理"の 視点から整理した。紙面

の都合で第5回 、第8回 、第9回 の内容を表-6に 示す。

表の枠は概ね埋められており、委員会がPMの 機能を果

たしたことが確認できる。以下、それらの対応について

考察する。

【第5回 検討部会】第4回 実験の内容(plan-4)が検討され

た。第4回 実験から後払い方式の負担方法により各商店

が発券しやすいシステムを目指して 「静岡方式 ～30分

無料共通駐車券」を採用した。具体的には、無料駐車券

利用台数の推移の把握と運用課題の抽出を目的とし、

1)30分無料駐車券を大型店 ・商店街に事前に配布し、駐

車場は集まった駐車券を集計し商工会議所へ請求する。

2)商工会議所は商店街 ・店舗ごとに集計、商店街へ請求

し、入金完了後各駐車場へ請求金額を支払うというもの

である。

負担方法は図-3に 示すように、駐車場で30分 無料駐

車券が1枚受領されると、配布した店舗が50円を負担し、

商工会議所が50円を補助して駐車場に100円が支払われ

る方式となった("お金監理")。 第4回 実験～第7回 実

験は同じ実験目的 ・内容で行われた。その中で、以下の

第6回 検討部会～第9回 検討部会では駐車場共同利用シ

ステムの総合的な課題について議論され、本運用の方向

性が検討された。

―377―



表-5長 期実験のPDCAサ イクル

図-3駐 車場共同利用システムの費用負担 高収受方法

【第6回 検討部会】第4回 実験の評価(check4)と改善点

(Act-4)を議論し、第5回 実験の内容(Plan-5)が検討された。

第4回 実験は、関係者の取り組み姿勢は前向きであるが、

1)依然として共同利用システムの費用負担に対する商業

者と駐車場経営者の意識格差は存在している("人の監

理"、"お金の監理"の 必要性)、2)また店舗ごとに30分

無料駐車券の配布基準が異なるため消費者に混乱が見ら

れた("情報監理"の 必要性)と評価された。そこで後者

の問題に対しては、商店街を通じて商業者に対して30

分無料駐車券の積極的な配布の呼びかけが行われること

となった。

【第7回 検討部会 】第5回 実験の評価(check-5)と改善 点

(Act-5)、第6回 実 験の内容(Plan-6)が議論 された。今後 ど

こが運用主体になるかが課題 として挙げ られ たが、事業

費が確保で きれば、商工会議所が暫定運営主体 として継

続可能であ るとの意 向が表 明された。改善点 として、検

討部会だ けでな く関係者全体 に情報発信する必要 があ り

("情 報監理")、 この際 には行政支援 も重要 となって く

るこ と("お 金の監理"、"人 の監理"の 必要性)や公共交

通機関に も利 用できるよ うに して ほしい との意見があっ

た("資 源 監理"の 必要 性)。

【第8回 検 討部会 】第6回 実験の評価(check-6)と改善点

(Act-6)、第7回 実験 の内容(Plan-7)が議論 された。第7回

検討部会で課題 となっていた行政支援 は、宮崎市 が事業

に協力す る方向で検討 され ることになった。

第7回 検討部会 で、事業費の確保が前提 であるが宮崎

商工会議所が運 営主体 を継続 して よい との表 明があった

こと、また宮崎 市の事業へ の協力 ・支援 が検討 され るよ
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表-6PMの 視点から見た長期実験

うにな ったこ とは 、計画学 での視点 か ら見れ ば、誰が

(Who)、 何のために(What for)が明確にな り始めた時期 と

判断で きる。

また費用負担方式につ いては、店舗は参加料 として月

当た り一定金額を負担 し、30分 無料券の配布枚数 に相応

して負担するという 「固定制+従 量制」の負担方法が検

討されることになった。しかしその前に、宮崎商工会議

所が調査したデータによると、30分無料駐車券をほとん

ど配布していない店舗が参加店舗の約半数を占めていた

ため、消極的な商業者への対処が緊急課題として挙げら

―379―



れた("人 の監理"、"情報監理")。 これに対しては、消

費者への周知を徹底し、商業者が30分 無料駐車券を配布

せざるを得ない状況を作り出すことが検討された。

【第9回 検討部会】第7回 実験の評価(check-7)と改善点

(Act-7)を議論し、試行実験での新しい負担方法の具体案

(Plan-8)が議論された。図-4に 「固定制+従 量制」の負

担方法の駐車券とお金の流れを示す。固定制は、新たに

個店が参加費として月あたり1,000円を支払う方法で、

大型店は支払わない。また、これまでは大型店・個店とも

に30分 無料駐車券1枚 あたり50円を負担していたが、

従量制では大型店は30分 無料駐車券1枚 あたり91円 を

負担し、個店は30分 無料駐車券1枚 あたり50円 を負担

することとなった。一方、駐車場経営者は、これまで30

分無料駐車券を1枚 枚受領すると100円 の収入を得てい

たが、新しい負担方法では30分 無料駐車券を1枚 受領す

ると75円 の収入を得ることとなった。新負担方法は、大

型店が30分 無料駐車券あたりの負担費用を個店より多

く負担することで、個店が経済力の弱い個店でも30分 無

料駐車券を配布できる環境を作り出す負担方法となって

いる。後述する試行実験では 「固定制+従 量制」の新し

い負担方法に変更された。

新しい負担方法では30分 無料駐車券を15,000枚/月配

布すると事業費が赤字になると試算され、その後につい

てはさらに新しい負担方法を検討する必要があったが

(PM"お 金監理")、30分無料駐車券の利用枚数を15,000

枚/月にすることが当面の事業目標(PM"時 間監理")とさ

れた。

しかし、前出図-3の 負担方法では、30分無料駐車券

の配布に消極的な商業者が多いことが課題となっていた。

そこで、利用促進(事業目標の達成)にとって重要なこと

は、「固定制+従 量制」の負担方法の理解も含めて、全参

加店舗に駐車場共同利用システムの意義や内容を周知す

ることで、全店舗が参加し、商業者が広報と30分無料駐

車券の配布に積極的に取り組むことと判断された。そし

て試行実験段階へ移行するにあたって、商工会議所が商

業者へ参加店舗用ステッカーとレジ周辺のポップ(30分

無料駐車券のサンプルなど)、駐車場経営者へ参加駐車場

図-4「 固定制+従 量制」費用負担方法

用の旗等を配 り、消費者 が視覚的に分か るようにす るこ

とが検討 された("モ ノの監理"、"情 報 監理")。

図-5は 長期 実験の経過 と30分 無料駐車券 の利用台数

実績 を示 した ものである。1目 当 りの30分 無料駐車券 の

利用台数は、第5回 実験 の方が第4回 実験 より多 く、第

6回 ・第7回 実験 のそれ は第5回 実験 とほぼ同 じで、利用

者の増加 は見 られ なかった。 これは、費用の負担方法が

変わっただけで、利用者へ のサー ビスは不変 であったた

め と考え られる。

c)試 行実験

以上の社 会実験 の成果 と試行実験か ら名称 を変更 した

「駐車場共同利用推進委員会」の検討 内容 を受 けて、駐

車場共同利 用システ ムの負担方法は前出図-4の よ うに

編成 され、平成19年4月 か ら試行実験 として継続 ・運用

され始めた。

【第10回 ・第11回 検討部会】では、試行実験 の評価

(check-8,9)と改 善点(Act-8,9)を議論 し、試行 実験 の内容

(Plan-9,10)を検討 したが、大 きな変更はなかった。しか し、

第11回 検討部会では、消費者 の周知策 としてTV・CM

での広報について議論 し、平成19年10月 ～平成20年1

月(Do-10)ま でTV・CMで の広報活動 を行 った("情 報監

理")。

図-6は 試行 実験実績 である。利 用については、30分

無料駐車券の月あた りの利用枚数 と日あた りの利用台数

で示 してい る。利用枚数 は平成19年4月 の試行実1験開始

か ら12月 にかけて堅調 に増加 してお り、システム運用 の

損益分岐点 と試 算 され た15,000枚/月 に近づいている。

以上の よ うに、検討委員会 はPDCAサ イクル を確実 に

行い 、システムを試行実験 まで進 展 させた。ま た、PM

の視点 か らは"人""モ ノ""お 金""事 業効果""情 報"
"時間"の 監理 を概 ね適切 に監理で きてい る

。 このこ と

か ら、多様な関係者 が関与 し、利害関係 も生 じる駐 車場

共同利 用システムの実施 においては、PMが 可能 な体制

づ く りが必要条件 である と考 えられ る。

図-5長 期実験の経緯と実験結果
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図-6試 行実験の経緯と実験結果

5.商 業者・駐車場経営者の行動と意識

(1)ア ンケー ト調査の概要

駐車場共同利用システムの課題を明らかにするため、

商業者の配布行動と意識変化および商業者と駐車場経営

者の費用負担に関する意識の対立(相 反関係)を 把握す

るためのアンケー ト調査を実施した。調査概要を、表-7

に示す。アンケー ト調査は第6回 実験終了後の平成19

年1月18日 に駐車場共同利用システムに参加している商

業者(336店舗:大 型店5店 舗、個店331店 舗)、平成19

年3.月21日 に駐車場経営者(18人)を 対象として実施し

た。調査方法は直接配布し、郵便で回収した。アンケー

トの回収率は商業者32.1%、 駐車場経営者は61.1%で あ

った。質問項目として、商業者には(1)無料駐車券配布行

動に関する項目、(2)積極的または消極的配布行動の理由

に関する項目,(3)相反関係に関する項目を問い、駐車場

経営者には(3)相反関係に関する項目のみを問うた。なお、

これらの質問は第1～6回 実験の内容に対する意見や配

布行動等について問うたものであるが、無料駐車券を配

布しなかった第3回 実験については除外した。

なお、直接配布を拒否した97人の商業者のうち59人

が忙しいこと等が理由であった。しかし、駐車場共同利

用システムを知らない商業者もいた。すなわち、商業者

全体に情報が伝達できていない、あるいは駐車場共同利

表- 7ア ンケー ト調査概 要

用実験 の主 旨の理 解が進 んでいない状況 があ った('情理

の監理の必要性)。

(2)調 査結果

a)商業者 の配布行動

以降、質問項 目(1)無料駐 車券 の配布行 動において 「積

極的 に配 った」「どち らか とい えば積極 的に配 った」の回

答 を積極 的配布行動 とし、 「あま り積極 的に配 らなか っ

た」「ほ とん ど配 らなかった」「配 らなかった」の回答 を消

極的配布行動 として考 える。

図-7は 、第12,4,5,6回 実験での商業者 の配 布行動 を

ま とめた ものである。5回 の実験中、常に積極的配 布行

動を とったのは36店 舗で、逆に常に消極 的配布行動 をと

ったの も36店 舗 であった。また、10店 舗が積極化 し、8

店舗 が消極化 してい る。すなわち、駐 車場共 同利用 シス

テムの社 会実験 を通 じて、配布行動 を変化 させた商業者

は少な く、多 くの商業者は積極 的または消極的配 布行動

を と り続 けた といえる。

次 に質 問項 目(2)商業者 の配布 行動理 由につい て前出

図-7の 「常 に積極的配布行動」(36件)、 「常 に消極的配

布行動 」(36件)、 「積極的配布行動 に変化」(10件)、 「消

極的配 布行動 に変化」(8件)の グル ープに分 けて考 える。

なお、各グルー プにおいて第12,4,5,6実 験 ごとのサ ンプ

ル数が異なる。 しか し、本調査は、検討委員会がPMの

監理 を適切 に行 って きた ことが、商業 者の行動 にどの よ

うな変化 が起 きたか を把握す ることにあるため、今回サ

ンプル数 の違 いについて考慮 しなかった。

まず、常に積極的配 布行動を とった商業者(36件)の 理

由に着 目する。図-8は 第1回 実験 で積極 的配 布行動 を

とった理 由である。「集客効果 と利便性 に効果が あると思

ったか ら」「お客 さんに車の利 用者 が多かったか ら」とい

図-7商 業者の積極的または消極的配布行動

図-8第1回 実験で積極的に配った理由
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図-9第2,4,6回 実験で積極的に配 った理 由

図-10第1回 実験で消極的に配った理由

う理 由が多い。図-9は 第2,4,6回 実験で積極 的配 布行動

を とった理由を示 している。「前 回の実験で思ったほ ど面

倒 ではなかったか ら」とい う理 由は実験を経 るに従 って

減少 し、「1回の実験だけでな く、よ り多 くのお客 さんに

駐車料金2時 間無料 を体験 して欲 しい と思ったか ら」と

い う理 由で積極 的配布行動 を継続 した商業者が増加 して

いる。 この ことか ら、常に積極 的配 布行動を とった商業

者 は、よ り多 くの消費者 に無料駐車券 を体験 して もらい、

消費者 の駐車場共同利 用システ ムの認知度を向上 させ る

ために積極的配 布行動を とり続 けた と推察 され る。

次 に、常に消極的配布行動 を とった商業者(36件)の 理

由について検討す る(図-10参 照)。第1回 実験で消極 的

配 布行動 をとった理由は、「お客 さんに車の利 用者 が少 な

い」とい う理 由が34人 中12人 と最 も多か ったが、 「その

他」の意見 も多か った。「その他」の理 由を表-8に 記載 し

ている。第1回 実験では、「ほ とん どのお客 さんが 自店 の

専用駐車場 を利用 してい るか ら」「お客 さんに聞かれなか

ったか ら」とい う理 由が特徴的である。図-11は 、第2

～6回 実験で消極的配布行動 を とった商業者の理由を示

している。 「お客 さんの反応 がなかった」とい う理由が約

43%と 多 い。 「その他」の意見 としては、表-8に 示す よ

うに 「車の利用者が少ない」、 「実験 開始 の連絡がなかっ

た」等の理由があった。また、「お客 さんに聞かれなかっ

た」、「車 の利用者が少ない」といった理 由が多い。この こ

とか ら、常 に消極的配布行動を とった商業者は、駐車場

共同利用 システ ムの認知度、あるいは共感度 ・理解度が

低 いた め、消極 的配布行 動を とり続 けた と推 察 され る

("情 報監理"、"人 の監理"の 必要 性)。

図-11第2,4,6回 実験 で消極極的に配 った理由

表-8常 に消極的に配ったその他の理由

表-9積 極的配布行動に変化した理由

6回 の実験 中に消極的配布行動 か ら積極 的配布行動に

変化 した商業者(10件)に ついて、その理 由をま とめた も

のが表-9で ある。 「お客 さんの反応が よかったか ら」(5

件)が 最 も多い。ついで、「駐車場共 同利用 システ ムの作

業が面倒 ではなか ったか ら」(2件)、 「お客 さんに無料駐

車券を体験 して ほ しいか ら」(2件)の 理 由であった。積
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表-10消 極的配布行動に変化した理由

極化した商業者は、お客の反応が良かったためや認知度

を向上させるために積極化したと推察される("人 の監

理")。

同様に消極化した商業者(10件)の理由を表-10に 示す。

「無料駐車券の配布の手間」(1件)、「周りの商業者の配布

行動」(1件)、「利益の減少」(1件)、「お客さんの反応」(1件)

によって消極化している。消極化した商業者の理由が各

商店で違うことから、各商店の状況に応じた理由から消

極化したと推察される。

b)商業者と駐車場経営者の費用負担の相反関係

第4回 実験と第6回 実験で商業者と駐車場経営者の負

担についてどのように考えているかを問うた結果を図-

12に示す。

商業者は、第4回 実験、第6回 実」験ともに約60店 舗

が「両者の負担は、妥当である」と回答しており、50円/1

枚の負担に納得している商業者が多い。また、「判断でき

ない」という商業者が第4回 実験では24人 、第6回 実験

では26人 いた。これらの商業者は、実験における負担の

問題についてもあまり理解できていないとも考えられ、

負担についての情報提供の必要があると考えられる。
一方、この質問に回答した10人 の駐車場経営者は、

第4回 実験では「駐車場の負担は多い」とした者が2人 、

「商業者の負担は少ない」が3人 、「両者の負担は妥当であ

る」が2人 であった。第6回 実験では、「両者の負担は妥

当である」とした者は4人 に増えたが、「駐車場の負担は

多い」「商業者の負担は少ない」という回答も半数を占め

た。「駐車場の負担は多い」「商業者の負担は少ない」とい

う理由が半数を占め、負担割合に納得していない駐車場

経営者も多い。

運営主体はこれらの費用負担に関する相反関係の軽

減や、相反関係の存在に対する両者の意識のずれを提

示 ・討論して、合意を図るインフォームドコンセントの

図-12商 業者と駐車場経営者の負担に関する考え

図-13駐 場共同利用システムの監理上の課題

プ ロセスを担保 ・提 供す ることがPM上 で重要課題 と考

えられ る(PM"情 報監理"、"人 の監理"の 必要性)。

以上の検討 か ら明 らかにな ったPM上 の課 題を分析の

図-13に 示す 。

5.ま とめ

本稿の内容 をま とめる と以下の とお りである。

(1)全 国の事例 か らは、駐車場共同利 用システ ムが機

能す るためには、システ ム運営が経 営的に成 り立っ

こと、つま りプロジェク トマネジメン トの視点で の

「お金の監理 」が重要で あることが判った。

(2)商 業者や駐 車場経営者 のみで運用 され る事例 は多

くな く、第3セ クターや商工会議所な どの公 的機 関

の関与が存在す る。 また、宮崎市で も第7回 検討部

会 で行政支援 の必要性 につい て議論 された。特 に、

社会実験では運営基盤 が弱いため、行政の役割分担

(起業補助 ・事業 費支援)が 必要であ る。

(3)宮 崎市での社会 実験お よび試行実験をプロジェク

トマネ ジメン トか ら整理 ・分析 した。その結果 、以

下の ことが明 らかになった。

a)短期実験、長期実験 を経 て、試 行実験 に入 り、図-

6に 示 した よ うに30分 無料駐車券の利 用枚数 は堅

調に増加 している。

b)駐車場共 同利用 システム社会実験 に先立 ち、学識経

験者や商業者、駐 車場経 営者 、消費者、市民 、行

政関係者か らなる検討委員 会が宮崎商 工会議所 に

設置 された。 これ が運 営主体 とな り、社会実験 の

立 ち上 げ、運営 、デー タ収集、分析、改善 の総 合

管理を担 った。

c)検討委員会 は、プ ロジェク トマネ ジメ ン ト6要 素

(「人」 「モ ノ」「お金」 「事業効果」「情報」「時間」)

を概ね適切に監理 し、システムを試行実験まで進展

させた ことが確 認できたことか ら、駐車場共同利用

システム を稼 働 させ るためには、PMを 実施で きる

組織 づ く りが重要 となる。

d)委員 会は、実験計画(Plan)し、社会 実験(Do)ご とに
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実 験 結 果 を 調 査 して 、委 員 会 で 問題 点 を検 討

(Check)し、次の社会実験で改 善す る(Action)とい う

PDCAサ イ クル を確実に実施 した。これ らのPCDA

は表-6に 示す よ うに機能 してお り、"人"、"お 金"

や"情 報"管 理 に有効であった と判 断 され る。

一方、商業者と駐車場経営者の問には費用負担の相反

関係が存在する。また、両者と買い物客の間にも無料駐

車券の利用に関わる利害関係が内在する。これらの関係

については駐車場共同利用システムの課題であり、今後、

詳細な調査や解析が必要と考える。
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駐車場共同利用システムの社会実験と課題-宮 崎市でのケーススタディ-*

出 口 近 士**・ 清 田 浩 介***・ 吉 武 哲 信****・ 松 山 茂*****

宮崎市では平成17年7月～平成19年3月まで 「駐車場共同利用システム」の社会実験が行われ、平成19年4

月からは試行実験が継続されている。本研究は、社会実験から試行実験までのプロセスをプロジェクトマネ

ジメント視点から整理 ・分析し、「駐車場共同利用システム」の事業化への課題を検討したものである。

その結果、1)社会実験期には第3者が関与した委員会等が主体となってシステムを総合監理する必要がある、

2)社会実験の立ち上げと実施監理にプロジェクトマネジメント技法が有効である、3)社会実験実施と委員会

での検討 ・改善のPCDAサ イクルを確保することが"人"や"情 報"の 監理に効果があることを明らかにし

ている。

A Case Study on Social Experiments for Cooperative Operation System of Parking Lots 

in Miyazaki and Problems* 

 By Chikashi DEGUCHI**•EKosuke KIYOTA***•ETetsunobu YOSHITAKE****•EShigeru MATSUYAMA***** 

 The social experiments of cooperative operation systems of parking lots have been performed in the central area of 

 Miyazaki city. This paper aims to evaluate the social experiment processes and the role of the committee consisted with 

 several stakeholders from the view point of project management skills. 

 The results are shown as follows: 1) the committee has been playing a very important role of management, 2) project 

 management skills are very effective for starting and developing the cooperative operation system, and 3) PCDA cycle is 

 workable for managing and they solved s ome issues and problems information and human resource managements.
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